
1 期 間 及 び 時 間 　　　　平成１９年７月９日（月）～平成１９年７月２７日（金）　　　　　　　【日出～日没】

　　　　＜予備日＞　　平成１９年７月２８日（土）～平成１９年８月７日（火）

2 作 業 区 域 　　　　舞洲人工磯前面海域　　（下図のとおり）

3 作 業 概 要 （１）　舞洲人工磯前面海域に設置されている、灯浮標６基のチェーンを交換する作業で

クレーン付作業船「高津丸」で灯浮標及び沈錘を一時撤去（１基/日）し、灯浮標

仮置場（大正区鶴町２）に運搬し、チェーンを交換後、速やかに（１～２日後）元の

4 安 全 対 策 （１）　作業中は警戒船1隻を配備し作業区域に接近する船舶等に対して赤旗、拡声器

等により注意を喚起し事故防止に努めます。

ある場合は、作業を直ちに中止します。

（３） 潜水士船には国際信号書の「Ａ旗」の信号旗を掲揚します。

5 出 所 　　　大阪港長許可　　第３１２号　（平成１９年６月２１日）

6 連 絡 先 　　　大阪市港湾局経営管理部海務担当海上保全

　　　担当者　　山本　孝昭　　ＴＥＬ　０６－６５５２－００１１
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      大阪港大阪区第６区、舞洲人工磯前面の灯浮標と沈錘を繋ぐチェーンを

（２）　作業中は、付近の航行船舶に支障のないようにし、他船の航行に支障の恐れが

    交換する作業が下記のとおり実施されます。

　　　記

安　　　全　　情　　報

（２）　灯浮標を一時撤去後、灯浮標の元の位置に仮の灯浮標を設置します。

  　　 （土・日・祝日の作業はありません。）

　　　 場所に設置し、復旧します。
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船舶への周知について、ご協力ください。


